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第５期中期計画について 

 

１ 中期計画の概要 

・病院機構は、市から示された中期目標に基づき目標を達成するための具体的な取組を定

めた「中期計画」を策定し、市の認可を受けて、計画達成に向けて業務を遂行すること

になっており、市が中期計画を認可するにあたっては、地方独立行政法人福岡市立病院

機構評価委員会条例において評価委員会の意見を聴くこととされ、また、地方独立行政

法人法において、議会の議決が必要と定められている。 

・中期計画については、地方独立行政法人法第 26条第２項により、以下の項目が記載事

項として定められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「⑧その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項」については、地方独立行政

法人福岡市立病院機構の業務運営等に関する規則により、以下の項目を記載事項とし

て定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

②業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

③予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

④短期借入金の限度額 

⑤出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産があ

る場合には、当該財産の処分に関する計画 

⑥前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、

その計画 

⑦剰余金の使途 

⑧その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

⑨料金に関する事項 

①施設及び設備に関する計画 

②人事に関する計画 

③中期目標の期間を超える債務負担 

④法第 40 条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関

する計画 

⑤前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項 

参考資料２ 
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２ 中期計画認可までのスケジュール 

 

月 スケジュール概要 

11 月６日 ◎第 4 回評価委員会 

中期計画（案）意見聴取 

 

12 月 ・中期目標議会議決 

・病院機構へ中期目標指示 

 

R７ 

 

１月 

●中期計画（案）認可申請 

 

◎第５回評価委員会 

中期計画（案）意見聴取 

 

２月 ○中期計画（案）認可議案提出 

 

３月 ○中期計画（案）認可議案議決 

 

 中期計画認可  

 

 

意
見
反
映 


